
○とよた市民活動センター条例 

平成１３年９月２７日 

条例第３８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２の規定に基

づき、とよた市民活動センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「市民活動」とは、豊田市市民活動促進条例（平成１８年条例

第７９号）第２条第２号に規定する市民活動をいう。 

（設置） 

第３条 市民活動の健全な発展を図るため、とよた市民活動センター（以下「センター」

という。）を豊田市若宮町１丁目５７番地１に設置する。 

（施設） 

第４条 センターに次に掲げる施設を置く。 

（１）活動室１、活動室２、会議室、作業室 

（２）ホール、研修室 

（事業） 

第５条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。 

（１）市民活動に関する情報の管理及び提供に関すること。 

（２）市民活動に関する相談に関すること。 

（３）市民活動に関する支援事業に関すること。 

（４）市民活動に関する調査及び研究に関すること。 

（５）災害時のボランティア活動の支援に関すること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業 

（管理） 

第６条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）が行う。 

（利用日及び利用時間） 

第７条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。 



（１）火曜日 

（２）１２月２９日から翌年１月３日まで 

２ センターの利用時間は、午前１０時から午後１０時までとする。 

３ 指定管理者は、前２項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらか

じめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。 

（利用登録） 

第８条 第４条第１号に規定する施設（以下「活動施設」という。）を利用できる者は、

市域において市民活動を行っている者として、規則で定めるところにより、あらかじめ

市長に申請し、その登録を受けた者とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限

りでない。 

（利用の許可） 

第９条 第４条第２号に規定する施設（以下「許可利用施設」という。）を利用しようと

する者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付

することができる。 

（利用の不許可） 

第１０条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可利用施設の利用を

許可しない。 

（１）センターの設置目的に違反すると認めたとき。 

（２）商業宣伝、営業等の行為が主たる目的であると認めたとき。 

（３）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。 

（４）センターの管理上支障があると認めたとき。 

（許可の取消し等） 

第１１条 指定管理者は、第９条第１項の規定により許可を受けた者（以下「許可利用者」

という。）が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めた

ときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を

変更することができる。 

（１）この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

（２）許可に付された条件に違反したとき。 



（３）偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。 

２ 前項の規定による許可の取消し等により、許可利用者に損害が生じた場合においても、

市は、その責めを負わないものとする。 

（使用料） 

第１２条 許可利用者は、許可を受けたときにおいて、別表に定める使用料を納付しなけ

ればならない。 

２ 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。 

３ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたとき

は、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用者等の責務） 

第１３条 第８条の規定により登録を受けた者及び許可利用者（以下「利用者等」という。）

は、センターの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第９条第

２項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１４条 利用者等は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（設備の承認及び原状回復） 

第１５条 利用者等は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ

指定管理者の承認を受けなければならない。 

２ 利用者等は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復

しなければならない。 

３ 利用者等が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者等

から徴収することができる。 

（入場の制限等） 

第１６条 指定管理者は、センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者に

対して、センターへの入場を制限し、又は退場を命ずることができる。 

（損害賠償） 

第１７条 利用者等は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失

したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させるこ

とが適当でないと認めたときは、この限りでない。 



（指定管理者が行う業務） 

第１８条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 

（１）センターの利用の許可に関する業務 

（２）センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務 

（委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年１０月２５日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例の規定に基づく利用登録、利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前に

おいても行うことができる。 

附 則（平成１８年１２月２７日条例第７９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年９月３０日条例第５６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に施行日以後の利用について改正前のとよた市民活動センター条例の規定に

より市長がした許可その他の行為は、改正後のとよた市民活動センター条例の相当規定

に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。 

別表（第１２条関係） 

とよた市民活動センター使用料 

区分 使用料（円） 定員 

午前 

（１０：００～１

３：００） 

午後 

（１３：００～１

８：００） 

夜間 

（１８：００～２

２：００） 



ホール 平日 １，５００ ２，５００ ２，０００ １００

人土・日曜日及

び休日 

２，３００ ３，８００ ３，０００

研修室 ９００ １，５００ １，２００ ４０人

備考 

１ 「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る祝日をいう。 

２ 利用時間延長の場合は、超過時間１時間（３０分未満は切り捨て、３０分以上１

時間未満は１時間とする。）につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の

１時間分に相当する額を加算する。 

３ 使用料の算定に当たって、１０円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 


